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の
友
好
提
携 

621

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
十
一
月
七
日

　
202  

モ
ン
ゴ
ル
中
央
県
と
の
友
好
交
流 

622

一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
七
月
二
五
日

　
203  

鳥
取
ジ
ャ
パ
ン
エ
キ
ス
ポ
へ
の
期
待 

622

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
一
月
二
七
日

　
166  

鳥
取
県
・
農
林
省
会
談
記
録 

505

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
七
月
一
〇
日

　
167  
中
海
干
拓
是
非
に
つ
い
て
の
判
断
の
資
料 

520

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
八
月
二
六
日

　
168  

農
林
省
へ
の
早
期
着
工
願
い 

524

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
一
〇
月
一
二
日

　
169  

両
県
知
事
の
協
定
書 

530

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
一
一
月
二
八
日

　
170  

中
海
干
拓
事
業
を
め
ぐ
る
県
議
会
で
の
主
な
発
言 

531

一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
～

　
171  

鳥
取
県
中
海
干
拓
対
策
委
員
会
の
検
討
結
果 

533

一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
一
二
月
一
七
日

　
172  

両
県
知
事
に
よ
る
淡
水
化
試
行
延
期
回
答 

538

一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
五
月
三
一
日

　
173  

国
・
両
県
の
淡
水
化
試
行
中
止
協
定
書 

540

一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
九
月
一
七
日

第
七
節

　
県
政
顧
問

　
174  

県
政
顧
問
制
度
に
関
す
る
議
会
答
弁 

543

一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
三
月
一
日

　
175  

県
政
顧
問
に
つ
い
て
の
考
え
方 

545

一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
二
月
四
日

　
176  

鳥
取
県
県
政
顧
問
設
置
規
則 

546

一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
四
月
一
日

　
177  

第
一
回
県
政
顧
問
会
議
概
況 

547

一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
六
月
一
七
日

　
178  

第
二
回
県
政
顧
問
会
議
概
要 

548

一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
一
〇
月
一
二
日

　
179  

第
三
回
県
政
顧
問
会
議
概
要 

552

一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
五
月
一
七
日

　
180  

第
五
回
県
政
顧
問
会
議
概
要 

555

一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
一
一
月
二
日

第
五
章

　
郷
土
の
「
発
見
」
と
国
際
化

第
一
節

　
ジ
ゲ
お
こ
し

　
181  

西
尾
邑
次
知
事
の
就
任
演
説 

561

一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
五
月
一
〇
日

　
182  

地
域
を
生
か
し
た
産
業
を
育
て
る 

562

一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
七
月
一
日

　
183  
農
業
に
お
け
る
「
ジ
ゲ
の
産
業
お
こ
し
」 

566

一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年

　
184  

ジ
ゲ
お
こ
し
白
書 

569

一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
三
月



解
説

　
204  

鳥
取
ジ
ャ
パ
ン
エ
キ
ス
ポ
調
査
検
討
委
員
会
要
旨 

636

一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
一
二
月
一
日

　
205  
博
覧
会
開
催
へ
の
あ
ゆ
み 

641

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
三
月

　
206  

山
陰
・
夢
み
な
と
博
覧
会
の
経
済
波
及
効
果 

648

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
三
月

　
207  

博
覧
会
に
対
す
る
知
事
の
評
価
と
課
題 

649

一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
一
〇
月
三
日

第
六
章

　
県
の
シ
ン
ボ
ル
と
県
民
の
日

第
一
節

　
鳥
取
県
の
シ
ン
ボ
ル

　
208  

県
の
鳥
「
オ
シ
ド
リ
」
の
選
定 

657

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
一
一
月
四
日

　
209  

県
の
魚
「
ヒ
ラ
メ
」
の
選
定 

659

一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
九
月
二
日

　
210  

県
の
木
「
ダ
イ
セ
ン
キ
ャ
ラ
ボ
ク
」
の
選
定 
662

一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
一
一
月

　
211  「
県
民
歌
」
と
「
県
章
」
の
募
集 

662

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
五
月

　
212  「
鳥
取
県
民
歌
」
と
「
県
章
」
き
ま
る 

664

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
八
月

　
213  

鳥
取
県
明
治
一
〇
〇
年
記
念
論
文
募
集 

666

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
八
月

　
214  

明
治
改
元
一
〇
〇
年 

667

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
一
〇
月

　
215  

県
章
の
描
き
方 

669

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
一
〇
月

第
二
節

　
県
民
の
日

　
216  「
県
民
の
日
」
制
定
に
関
す
る
県
議
会
会
議
録 

670

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
六
月
二
六
日

　
217  「
県
民
の
日
」
は
九
月
一
二
日
に 

672

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
二
月
四
日

　
218  「
県
民
の
日
」（
仮
称
）
制
定
に
関
す
る
提
言 

673

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
五
月
一
二
日

　
219  「
県
民
の
日
」（
仮
称
）
制
定
検
討
委
員
会
発
言
集 

676

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
五
月
一
二
日

　
資
料
提
供
者
及
び
協
力
者 

683

　
関
係
者
名
簿 

684


